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 諮問事項  

くまもと清陵高等学校（広域の通信制課程）の学則変更認可について 

（学校教育法第４条第１項及び同法施行令第２３条第１項第１１号に基づく認可） 

 

 
【参考条文】(関係部分のみ) 
○学校教育法第４条第１項 

 次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の変更その他政令で定める事項は、それぞれ当該各号
に定める者の認可を受けなければならない。これらの学校のうち、高等学校の通常の課程及び通信によ
る教育を行う課程(以下「通信制の課程」という。)についても、同様とする。 

(3) 私立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校 
都道府県知事 

○学校教育法施行令第２３条第１項 
 法第４条第１項の政令で定める事項は、次のとおりとする。 

(11) 高等学校の広域の通信制の課程に係る学則の変更 
○私立学校法第8条第1項 

 都道府県知事は、私立大学及び私立高等専門学校以外の私立学校について、学校教育法第4条第
1項又は第13条第1項に規定する事項を行う場合においては、あらかじめ、私立学校審議会の意見を聴
かなければならない。 

○高等学校通信教育規程第２条第１項 
 高等学校の通信制の課程で行う教育（以下「通信教育」という。）は、添削指導、面接指導及び試験の
方法により行うものとする。 

○高等学校通信教育規程第４条第２項 
 実施校の設置者は、…通信教育連携協力施設ごとの定員を学則で定めるものとする。 

 

学 校 名 くまもと清陵高等学校 校 長 名  組脇 泰光 

所 在 地 
阿蘇郡南阿蘇村大字河陰字 

小野５番３００ 
設置認可日 平成２９年３月２４日 

設置者名 学校法人熊ゼミ学園 理 事 長 名 組脇 泰光 

教育区域 ４７都道府県 
課 程 

修 業 年 限 

通信制課程（普通科） 

３年以上 

収容定員 ９００人 変 更 時 期 令和７年（２０２５年）４月 1日 

変更理由 

・通信連携協力施設（福岡学習センター））を設置 

・教育区域の変更（教育区域に海外を追加） 

・自由選択科目に倫理を追加 

 ⇒学則を変更する必要がある。 

変更内容 
変更前 変更後 

別紙「学則新旧対照表」のとおり 別紙「学則新旧対照表」のとおり 

規程適合

状 況 

 別紙「高等学校通信教育規程適合状況」および「熊本県私立高等学校の通信制課

程に係る認可基準適合状況」のとおり（満たしている） 
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学則新旧対照表 

 

 

変更前 変更後 

 

第５条 本校の面接指導等実施施設を以

下のとおり設置するものとする。 

所在地 滋賀県大津市本丸町１-４ 

名 称 くまもと清陵高等学校滋賀学習

センター 

収容定員 ５０人 

 

所在地 東京都千代田区神田三崎町２丁

目２１－１１ 

名称  くまもと清陵高等学校東京学習

センター 

収容定員 ６００人 

 

 

 

 

 

 

 

第１５条 本校が通信教育を行う区域を

熊本県、福岡県、大分県、佐賀県、長崎県、

宮崎県、鹿児島県、および沖縄県に加えて

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、

山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟

県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長

野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、

和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島

県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高

知県とする。 

 

 

第５条 本校の面接指導等実施施設を以

下のとおり設置するものとする。 

所在地 滋賀県大津市本丸町１-４ 

名 称 くまもと清陵高等学校滋賀学習

センター 

収容定員 ５０人 

 

所在地 東京都千代田区神田三崎町２丁

目２１－１１ 

名称  くまもと清陵高等学校東京学習

センター 

収容定員 ６００人 

 

所在地 福岡県福岡市東区三苫４丁目８

番３５号 

名称  くまもと清陵高等学校福岡学習

センター 

収容定員 ５０人 

 

第１５条 本校が通信教育を行う区域を

熊本県、福岡県、大分県、佐賀県、長崎県、

宮崎県、鹿児島県、および沖縄県に加えて

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、

山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟

県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長

野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、

和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島

県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高

知県とする。 

 これに加えて、海外を通信教育を行う

区域とする。 
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くまもと清陵高校福岡学習センターの概要 

所在地 福岡県福岡市東区三苫４丁目８番３５号 

施設面積・教室

数 

専用面積１５９．６㎡  

職員室：12.0㎡ 

面談室・談話室：18.0㎡ 

３教室（1教室43.2㎡ 2教室43.2㎡ 3教室43.2㎡） 

定員 ５０人（※福岡学習センターにおいて対応可能な人数の上限。） 

施設所有形態 ２０２８年３月３１日まで賃貸借契約を締結。1年毎自動更新。 

 

「高等学校通信教育規程」適合状況 

※本規程第４条の２及び第５条から第１０条の２第３項までの規定に適合するかを確認を行った。 

※「高等学校通信教育の質の確保・向上のためのガイドライン」により、面接指導等実施施設も実

施校（本校）と同等のものを求める。 

内容 

（実施校（本校）の基準） 

福岡学習センター 適

否 

第
４
条
の
２ 

同時に面接指導を受ける生徒数は、

少人数とすることを基本とし、４０人

を超えてはならない。 

 面接指導（スクーリング）の生徒数は

１クラスあたり最大２０人となってい

る。 

適 

第
５
条 

実施校における通信制の課程に係る

副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭及

び教諭の数は、五又は当該課程に在籍

する生徒数（新たに設置する通信制の

課程にあつては、当該課程に在籍する

生徒の見込数）を八十で除して得た数

のうちいずれか大きい方の数以上と

し、かつ、教育上支障がないものとす

る。 

教諭０人 

講師１０人 

（基準：５０人/８０≒１） 

※教育上支障がない場合は、助教諭又は講師

をもって代えることが可。 

適 

第
６
条 

実施校には、生徒数に応じ、相当数

の通信制の課程に係る事務職員を置か

なければならない。 

 事務職員を１人配置 適 

第
７
条 

実施校の施設及び設備は、指導上、

保健衛生上、安全上及び管理上適切な

ものでなければならない。 

必要な施設・設備は備えており、安全

上も消防用設備等点検結果報告書を福岡

市東消防署長へ提出済み。 

適 
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内容 

（実施校（本校）の基準） 

福岡学習センター 適

否 

第
８
条 

通信制の課程のみを置く高等学校

（以下「独立校」という。）の校舎の面

積は、一、二〇〇平方メートル以上と

する。ただし、次条第四項の規定によ

り、他の学校等の施設を兼用する場合

又は地域の実態その他により特別の事

情があり、かつ、教育上支障がない場

合は、この限りでない。 

１，２００㎡は有していないが、福岡

学習センターにおいては、一度に登校す

る生徒を最大でも２０人としており、当

該指導を適切に実施する上で必要な面積

は確保している。よって、但し書きに該

当すると判断する。 

適 

第
９
条 

実施校の校舎には、少なくとも次に

掲げる施設を備えなければならない。    

①教室 

 ②図書室、保健室 

 ③職員室 

 生徒が来校する時間は全てスクーリン

グや試験の時間に充てるため、図書室の

利用は想定しておらず設けていないが、

談話室・面談室には図書スペースを確保

している。教室、、保健室、職員室は確

保済み。 

適 

第
１
０
条 

実施校には、学科の種類、生徒数等

に応じ、指導上、保健衛生上及び安全

上必要な種類及び数の校具及び教具を

備えなければならない。 

机・いす等、必要な設備は搬入済み。 適 

第
１
０
条
の
２
第
３
項 

実施校の設置者は、第三条第一項の

規定により通信教育連携協力施設を設

ける場合には、当該通信教育連携協力

施設が前二項の基準に適合することに

ついて、確認を行うものとする。 

設置者は、同規程の第５条から第１０

条の基準に適合することについて確認を

行っている。 

適 

この場合において、当該通信教育連

携協力施設が実施校の存する都道府県

の区域外に所在するときは、その所在

地の都道府県知事が定める高等学校の

通信制の課程の設置の認可に係る基準

（当該基準が定められていないとき又

は公表されていないときを除く。）を参

酌して当該確認を行わなければならな

い。 

設置県である福岡県については、現在、

当該基準が定められていない。 

適 

（参考） 

第１０条の２ 面接指導等実施施設の編制、施設及び設備は、当該面接指導等実施施設に係る学

校又は施設の種類、連携協力の内容及びその定員その他の事情を勘案し、前六条に定める基準

に照らして、面接指導又は試験等の実施について適切に連携協力を行うことができるものでな

ければならない。 
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「熊本県私立高等学校の通信制課程に係る認可基準」適合状況 

基準 申請の内容 審査結果 適合 

［２］立地条件等  

風俗営業等の規制及び業務の適正

化等に関する法律（昭和23 年法律

第 122 号）第２条第１項に規定す

る風俗営業、同条第５項に規定す

る性風俗関連特殊営業を行う施設

などの教育にふさわしくない施設

が実施校の周辺に立地していない

など、学校教育を行う上で適切な

環境であること。 

福岡市東区三苫四丁目８番３

５号 

周辺に教育にふさわし

くない施設の立地なし 

適 

［４］規模  

１ 実施校の収容定員は、生徒の

教育環 境を確保するため、通信教

育を行う区域に属する都道府県内

の生徒数の将来の見込みと、その

時点において学校が用意をしてい

る指導体制、 施設及び設備等を踏

まえた適切な数であること。 

福岡学習センターの収容定員

は 50人。 

現時点においても 80人以上

の机・椅子等を配備してお

り、指導体制においても初年

度から定員 50人に対応でき

る人員を配置。 

基準を満たしている。 適 

２ 通信教育連携協力施設を設置

する場合においては、通信教育連

携協力施設ごとの定員を設定する

ものとし、通信教育連携協力施設

の定員は、実施校の収容定員の範

囲内でなければならないこと。 

福岡学習センターの定員 

→５０名（新規） 

滋賀学習センターの定員 

→５０名 

東京学習センターの定員 

→６００名 

実施校の収容定員 

⇒９００名 

通信教育連携協力施設

の定員は、実施校の収容

定員の範囲内である。 

適 

３ 実施校の設置者は、実施校の

収容定員及び通信教育連携協力施

設の定員が適切であることを、根

拠資料を用いて示すこと。 

福岡学習センターの収容定

員：５０人 

九州内に学習支援センターが

熊本しかないため、熊本県外

に PR活動はしていないが、福

岡県から７人、大分県から１

人の生徒が本校に通学してい

る。 

収容定員も施設の設備

等に対し、無理のない定

員となっており、現時点

での生徒数からも定員

は適切と判断。 

適 
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［５］通信教育を行う区域  

１ 通信教育を行う区域は、面接

指導や試験等を実施する上で支障

のない範囲で定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４７都道府県に加え、海外を

通信教育を行う区域とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海外の生徒すべてを受

け入れるわけではなく、

日本と通信規制がされ

ている場合は、WEBでレ

ポートのシステムが使

用できないため受け入

れを行わない。また、東

京学習センターでのス

クーリング授業に出席

でき、テストが日本で受

けられることを条件に

受け入れを行うため、面

接指導や試験等を実施

する上で支障がないと

判断。 

適 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 通信教育を行う区域に他の都

道府県を加える場合は、当該区域

に属する都道府県内における生徒

の募集見込等を踏まえた当該都道

府県の意向を考慮しなければなら

ないこと。 

福岡県に収容定員増をする場

合、支障があるか確認したと

ころ、通信制高校間で生徒数

を確保するための競争が激化

し、教育の質の低下を招く可

能性があることから「支障あ

り」の返答あり。 

競争の激化だけをもっ

て、教育の質の低下を招

くとは言えず、申請者

も、教育の質の低下を招

かないよう運営してい

くと答えていることか

ら支障はないと判断。 

適 

［６］教職員組織  

１ 実施校における通信制の課程

に係る副校長、教頭、主幹教諭、指

導教諭及び教諭の数は、５又は当該

課程に在籍する生徒数（新たに設置

する通信制の課程にあっては、当該

課程に在籍する生徒の見込数）をっ

ては、当該課程に在籍する生徒の見

込数）を 80 で除して得た数のうち

いずれか大きい方の数以上とし、か

つ、教育上支障がないものとするこ

と。ただし、教諭は、特別の事情が

あり、かつ、教育上支障がない場合

は、助教諭又は講師をもってこれに

代えることができ、実施校に置く教

員等は、教育上必要と認められる場

合は、他の学校の教員等と兼ねるこ

とができること。 

教諭０人 

講師１０人 

（基準：５０人/８０≒１） 

※教育上支障がない場合は、

助教諭又は講師をもって代え

ることが可。 

基準を満たしている 適 
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２ 実施校において編制する教育

課程の実施に当たり必要な各教科

の免許を持つ教員の配置がなされ

ていること。 

各教科の免許を持つ教員の配

置している 

教員配置計画を参照し

基準を満たしているこ

とを確認。 

適 

３ 実施校には、生徒数に応じ、

相当数の通信制の課程に係る事務

職員を置かなければならないこ

と。 

福岡学習センターの事務職

員：１名 

相当数の事務職員数を

配置している（※小中学

校において事務職員定

数は、４学級以上の学校

で１人、小学校２７学級

以上、中学校２１学級以

上で複数配置となって

いる。） 

適 

４ その他教職員の配置について

は、生徒の実態等を踏まえ、各教

科・科目等の指導のほか、生徒指

導、進路指導等の学校運営全般に

わたり教育上支障がないものとす

ること。 

本校に生徒指導主事・進路指

導主事を１名ずつ配置。オン

ラインでの対応や、福岡時に

直接出向いて対応する。 

基準を満たしている。 適 

５ 学校保健安全法（昭和 33 年

法律第 56 号）第 23 条第１項及

び第２項の規定に基づき、学校

医、学校歯科医及び学校薬剤師を

置くこと。 

学校医、学校歯科医、学校薬剤

師の委嘱状を提出。 

学校医、学校歯科医、学

校薬剤師を置いている。 

適 

［７］施設及び設備 

１ 実施校の施設及び設備は、設

置者の自己所有である等、長期

的・安定的な教育を行う上で支障

のないものであること。 

福岡学習センターの施設賃貸

借契約書の写しを提出 

 

自己所有ではないが、

R10.3 までの賃貸借契

約が結ばれており、その

後１年毎の自動更新と

する契約が結ばれてい

ることから長期的・安定

的な使用が可能と判断。 

 

適 

[８]通信教育連携協力施設 

 

１ 実施校の設置者は、通信教育連

携協力施設を設ける場合には、学

則において面接指導等実施施設と

学習等支援施設を区別し、それぞ

れの施設の名称、位置、定員など

必要な事項を記載するものとする

新学則に明記 くまもと清陵高校の設

置者たる学校法人熊ゼ

ミ学園は、通信教育連携

協力施設である福岡学

習センターを設置する

に当たり、学則において

適 



  

8 

 

こと。 左に掲げる必要な事項

を記載している。 

２ 面接指導等実施施設は、実施校

の分校又は協力校であること基本

とすること。ただし、特別の事情

があり、かつ、教育上支障がない

場合は、大学、専修学校、指定技

能教育施設（学校教育法第55 条の

規定による指定を受けた技能教育

のための施設をいう。）その他の

学校又は施設とすることができる

こと。 

面接指導等実施施設である福

岡学習センターは、分校であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

基準を満たしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 通信教育連携協力施設は、周辺

に教育にふさわしくない施設が立

地していないなど、教育を行う上

で適切な環境であること。 

福岡市東区三苫四丁目８番３

５号 

福岡学習センターの周

辺には、風俗営業などを

行う施設など教育にふ

さわしくない施設は立

地していない。当該地

は、学校、文化施設、公

園などが所在するエリ

アであり教育を行う上

で支障ない。 

適 

４ 面接指導等実施施設の施設及び

設備、指導体制等は、当該面接指

導等実施施設と実施校との連携協

力の内容等に応じて、実施校と同

等の水準又は面接指導や試験等を

適切に実施することができるもの

であること。 

国語・数学等１０教科につい

て面接指導を実施することと

されているが、それぞれに教

員が配置され、教室でできる

教科については教室、実技を

伴う体育については、近隣の

体育館を借りて行う。 

実施校と同等に実施す

ることが可能。 

適 

５ 学習等支援施設の施設及び設備

は、教育上及び安全上支障がないも

のであること。 

福岡学習センターは面接指導

等実施施設である。 

面接指導等実施施設で

あるため、該当しない。 

適 
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６ 実施校の設置者は、通信教育連

携協力施設を設ける場合には、前

３項の基準を満たすことを確認

し、その結果を文書により示すこ

と。また、当該通信教育連携協力

施設を他の都道府県に設ける場合

には、当該都道府県の知事が定め

る高等学校通信制課程の設置認可

基準（当該基準が定められていな

いとき又は公表されていないとき

を除く。）を参酌して確認を行う

ものとし、その結果もあわせて文

書により示すこと。 

現在、福岡県は基準を定めて

はいない。 

前３項の基準を満たし

ている。また、設置県で

ある福岡県については、

現在、当該基準が定めら

れていない。 

適 

７ 面接指導等実施施設において、

例えば、理科、音楽、美術、家

庭、情報、体育等の観察・実験、

実習、実技等を行う必要のある教

科・科目等の面接指導を行う場合

においては、それに必要な施設及

び設備や運動場等を確保するこ

と。 

実技等を行う科目として体育

があるが、体育は最寄りの公

的な施設を借りて実施する。 

福岡学習センターでは、

左に掲げる科目のうち、

実技等を行う教科とし

て、体育があるが、体育

は近隣の体育館での実

施が可能であり、必要な

施設・設備が確保されて

いるといえる。 

適 

８ 面接指導等実施施設の施設や設

備が負担付又は借用である場合

は、実施校の設置者が安定的に使

用できる契約等が締結されている

こと。 

施設賃貸借契約書の写しを提

出。 

学校法人熊ゼミ学園と

施設所有者との間で、面

接指導等実施施設とし

ての利用を目的とする

賃貸借契約を締結して

いる。契約期間は 2028

年までで更新可能。 

適 

９ 通信教育連携協力施設の名称

は、当該通信教育連携協力施設が

高等学校であるとの誤解を招くよ

うな名称その他不適切な名称でな

いこと。 

名称：くまもと清陵高等学校

福岡学習センター 

名称は「くまもと清陵高

等学校福岡学習センタ

ー」であり、通信教育連

携協力施設である「福岡

学習センター」自体が高

等学校であるとの誤解

は招かない。その他不適

切な名称には当たらな

い。 

適 
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10 実施校の設置者は、通信教育連

携協力施設を設ける場合には、そ

の連携協力内容について、当該施

設の設置者とあらかじめ文書によ

る取り決めを行い、必要に応じて

適切な指導・支援を行う努めるこ

と。ただし、実施校と当該施設の

設置者が同一である場合には、こ

の限りでない。 

福岡学習センターは、実施校

の分校である 

福岡学習センターは、実

施校の分校であるため、

取り決め等不要（左のた

だし書適用）。 

適 

11 実施校の設置者は、通信教育連

携協力施設において生徒募集等が

行われる場合には、募集要項やパ

ンフレット等において、実施校が

行う高等学校通信教育と通信教育

連携協力施設が独自に行う活動の

別や、それに係る費用の区別につ

いて、生徒・保護者に適切かつ明

確な説明が行われるよう指導する

こと。 

募集要項やパンフレット等に

おいて、実施校が行う高等学

校通信教育と通信教育連携協

力施設が独自に行う活動は別

としている。また、学校説明会

等において、その点は確実に

区別をして説明することを通

信教育連携協力施設の職員に

も徹底している。 

基準を満たしている 適 

 

［９］通信教育の方法等 

１ 通信教育の実施に当たって

は、高等学校学習指導要領（平成 

30 年文部科学省告示第 68 号）等

に基づき、適切に実施すること。 

教育課程表のとおり 高等学校学習指導要領

を満たしている。 

適 

２ 実施校の設置者は、特に以下

を満たす体制を整えること。 

   

（１）添削指導、面接指導及び試

験並びにその評価は、各教科の教

員免許状を取得している実施校の

教員が行うこと。 

各教科の教員の免許状の写し

を提出 

基準を満たしている。 適 

（２）各教科・科目及び総合的な

探究の時間、特別活動は、高等学

校学習指導要領において定める添

削指導の回数や面接指導の単位時

間数の標準を踏まえた、十分な指

導回数を確保すること。 

教育課程表のとおり 学習指導要領を満たし

ている 

適 

（３）添削指導に用いる課題につ

いては、知識・技能のみならず、

思考力・判断力・表現力等を育む

観点から、文章で解答する記述式

を一定量取り入れること。 

添削課題を提出 文章で解答する記述式

を一定量取り入れて作

成している。 

適 
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（４）面接指導については、生徒

を実施校又は面接指導実施施設の

いずれかに登校させて行うこと。

この際、少人数で行うことを基本

とし、多くとも 40 人を超えない

範囲内 で設定すること。 

面接指導（スクーリング）の生

徒数は最大２０人 

基準を満たしている。 適 

（５）通信教育を行うに当たって

は、試験並びに多様なメディアを

利用して行う学習及び当該学習に

よる報告課題の作成等によりその

成果が満足できると認められる場

合の面接指導等時間数の免除の運

用等も含め、高等学校教育として

必要とされる学習の量と質を確保

して行うこと。 

東京書籍及び大修館書店が制

作したインターネット講座を

視聴し、視聴後に視聴報告書

を提出することとなってい

る。それをもって、規定に則り

面接指導時間数の 6/10 免除

を行っている。 

面接指導等時間数の免

除の運用等が適切に実

施されており、学習の量

と質が確保されている。 

適 

 

 


